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「元気発進！子どもプラン（第３次計画）」【素案】の修正 

（パブリックコメントによるものを除く） 

 
 

第１章 「元気発進！子どもプラン（第３次計画）」の策定にあたって 

   ５ 計画の推進方法 （１）推進体制 

修正前【素案】 修正後【最終案】 
４頁 
・子ども家庭局が中心となり、全庁的な立場か
ら総合調整を図り、計画的かつ効果・効率的に
計画を推進します。 
 

４頁 
・子ども家庭局が中心となり、全庁的な立場か
ら総合調整を図り、計画的かつ効果・効率的に
計画を推進します。学校教育を所管する教育

委員会とは、より一層の連携を図っていき

ます。 

 
 

第３章 北九州市次世代育成行動計画 

   １ 基本理念と計画の視点等 （２）計画の視点 

ア ⼦どもが主体であり、⼦どもの権利を⼤切にする視点 

  修正前【素案】 修正後【最終案】 
３4 頁 

子どもの健全育成や子育て支援の推進にあ
たっては、子どもの権利（※）を擁護し、子ど
もの幸せを第一に考え、子どもの利益を最大限
に尊重する必要があります。 

子どもは自ら育つ主体であり、子ども自身が
生きている実感や自己肯定感を持ちながら、思
いやりの心をもち、自立した心を育んでいける
よう、家庭、地域、学校等における生活のあら
ゆる場面で、「子どもの最善の利益」に配慮しな
がら支援することが重要です。 

この計画では、第一に「子どもが主体であり、
子どもの権利を大切にする」という視点を共通
の基本的な考えとして、すべての施策に反映さ
せていくよう取り組みます。 

３４頁 
子どもの健全育成や子育て支援の推進にあ

たっては、子どもの権利（※）を擁護し、子ど
もの幸せを第一に考え、子どもの利益を最大限
に尊重する必要があります。 

子どもは自ら育つ主体であり、子ども自身が
生きている実感や自己肯定感を持ちながら、思
いやりの心をもち、自立した心を育んでいける
よう、家庭、地域、学校等における生活のあら
ゆる場面で、「子どもの最善の利益」に配慮しな
がら支援することが重要です。 

この計画では、第一に「子どもが主体であり、
子どもの権利を大切にする」という視点を共通
の基本的な考え方とします。そして、本計画

を推進するにあたって、積極的に子どもの

意見を聴き、すべての施策に反映させていく
よう取り組みます。 

資料４ 
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目標２ 

修正前【素案】 修正後【最終案】 
３７頁 
目標２ 子どもや若者が健やかに成長し、主

体性が育つまちをつくる 

３７頁 
目標２ 子どもや若者が健やかに成長する

まちをつくる 

 

 

 

施策（１）母子保健の充実 

２ 施策の柱 

柱①安心して妊娠・出産できる仕組みづくり 

  修正前【素案】 修正後【最終案】 
４３頁 

妊娠・出産・産後の時期を健やかに過ごし、
⺟子の健康が確保されるよう、⺟子健康⼿帳の
交付、妊婦健康診査、ペリネイタルビジット等、

子育て世代包括支援センターでの妊娠期、出産
期、産後期の切れ目ない相談・支援体制の構築
を、関係機関と連携して図る。 

４３頁 
妊娠・出産・産後の時期を健やかに過ごし、

⺟子の健康が確保されるよう、⺟子健康⼿帳の
交付、妊婦健康診査、こんにちは赤ちゃん！

小児科訪問（ペリネイタルビジット）事業、
子育て世代包括支援センターでの相談事業

等、妊娠期、出産期、産後期の切れ目ない支援
体制の構築を、関係機関と連携して図る。 
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４ 施策を推進する主な取り組み 

柱①安心して妊娠・出産できる仕組みづくり 

  修正前【素案】 修正後【最終案】 
４４頁 

取り組み名 概要 
○拡 妊娠・出産
等 に 関 す る
相 談 支 援 事
業 

妊娠や出産に関す
る相談体制を充実す
るため、不妊や不育
症、思いがけない妊娠
などの悩みを抱える
者に、専門職が適切な
情報提供をしたり、
必要な支援につなぐ
電話相談事業を実施
する。 

また、妊娠・出産、
育児期を通して、切れ
目なく⺟子を支援す
ることができるよう、
産後ケア事業をは

じめとした産前・産

後サポート体制や

相談機能を充実す

る。 
 

４４頁 
No 取り組み名 概要 
６ 
○拡  

妊娠・出産
等に関する
相談支援事
業 

妊娠や出産に関する相
談体制を充実するため、不
妊や不育症、思いがけない
妊娠などの悩みを抱える
者に、専門職が適切な情報
提供をするなど、必要な
支援につなぐ電話相談事
業を実施する。 
また、妊娠・出産、育児期
を通して、切れ目なく⺟子
をきめ細かく相談・支援
することができるよう、
子育て世代包括支援セ

ンターの体制の強化及

び周知に努める。 
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  修正前【素案】 修正後【最終案】 
４４頁 

取り組み名 概要 
不 妊 に 悩 む
方 へ の 特 定
治 療 支 援 事
業 及 び 不 妊
等専門相談 

不妊に悩む夫婦が、
経済的理由で不妊治
療を断念することが
ないよう、医療費が高
額な特定不妊治療に
要する費用の一部を
助成し、経済的負担の
軽減を図る。また、一

般市民向けに妊娠

や不妊に関する知

識の普及啓発等を

行うとともに、専門
相談窓口を設置し、不
妊治療、家庭・仕事と
の両立などさまざま
な相談に応じること
で、心身の悩みを軽減
する。 

 

４５頁 
No 取り組み名 概要 
９ 
○拡  

不妊に悩む
方への特定
治療支援事
業及び不妊
等専門相談 

不妊に悩む夫婦が、経
済的理由で不妊治療を断
念することがないよう、
医療費が高額な特定不妊
治療に要する費用の一部
を助成し、経済的負担の
軽減を図る。専門相談窓
口を設置し、不妊治療、家
庭・仕事との両立などさ
まざまな相談に応じるこ
とで、心身の悩みを軽減
する。さらに、アプリケ

ーションソフトウェア

等を活用し、妊娠を希

望する市民に、妊娠や

不妊に関する知識の普

及及び啓発等に努め

る。 
 

 

 

施策（３）乳児・幼児期の教育や保育の充実 

４ 施策を推進する主な取り組み 

柱④幼稚園、保育所等における⼦育て支援の充実 

  修正前【素案】 修正後【最終案】 
５９頁 

取り組み名 概要 
幼 稚 園 に お
け る 子 育 て
支 援 機 能 の
充実 
 

私立幼稚園におけ
る未就園児の保育

や親子登園、育児サ
ークル支援、園庭・園
舎開放などの実施を
支援する。また、幼稚
園教諭の研修参加を
促進し、子育て支援機
能を高める。 

 

６０頁 
No 取り組み名 概要 
46 幼 稚 園 に お

け る 子 育 て
支 援 機 能 の
充実 

私立幼稚園における２

歳児保育や入園前の子

どもを対象とした親子
登園、育児サークル支援、
園庭・園舎開放などの実施
を支援する。また、幼稚園
教諭の研修参加を促進し、
子育て支援機能を高める。 
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施策（４）放課後児童の健全育成 

４ 施策を推進する主な取り組み 

柱②放課後児童クラブの魅⼒の維持・向上 

修正前【素案】 修正後【最終案】 
６５頁 

取り組み名 概要 
放 課 後 児 童
ク ラ ブ の 質
の向上 

児童に適切な指導が
行えるよう、児童おお
むね 40 人に対して放
課後児童支援員等を２
人以上配置する。 

併せて、児童が基本
的な生活習慣や異年齢
児童等との交わり等を
通じた社会性の習得や
発達段階に応じた主体
的な遊びや生活が行え
るほか、障害のある児
童等が安心して過ごす
ことができるよう、体
系的な研修の充実や、
巡回カウンセラーの派
遣などにより、放課後
児童支援員等の資質向
上を図る。 

さらに、運営委員を
対象とした運営事務等
の専門研修の実施や個
別課題への対応を支援
する巡回相談を行い、
クラブの質の向上に努
める。 
 また、放課後児童ク
ラブアドバイザー等の
専 門 職 の 派 遣 を 通 じ
て、児童への対応等で、
クラブと学校等との連
携を促進する。 

 
 

６６頁 
No 取り組み名 概要 
52 放 課 後 児 童

ク ラ ブ の 質
の向上 

児童に適切な指導が
行えるよう、児童おお
むね 40 人に対して放
課後児童支援員等を２
人以上配置する。 

併せて、児童が基本
的な生活習慣や異年齢
児童等との交わり等を
通じた社会性の習得や
発達段階に応じた主体
的な遊びや生活が行え
るほか、特別な配慮を

必要とする児童が安
心して過ごすことがで
きるよう、体系的な研
修の充実や、巡回カウ
ンセラーの派遣などに
より、放課後児童支援
員 等 の 資 質 向 上 を 図
る。 

さらに、運営委員を
対象とした運営事務等
の専門研修の実施や個
別課題への対応を支援
する巡回相談を行い、
クラブの質の向上に努
める。 

また、放課後児童ク
ラブアドバイザー等の
専 門 職 の 派 遣 を 通 じ
て、児童への対応等で、
クラブと学校等との連
携を促進する。 
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施策（５）地域における子どもの居場所づくり 

４ 施策を推進する主な取り組み 

柱②地域団体・NPO との協働等による⼦どもが主役の居場所づくり 

修正前【素案】 修正後【最終案】 
７０頁 

取り組み名 概要 
○拡 子 ど も 食
堂 開 設 支 援
事業 

地域のニーズに沿っ
た、持続可能な子ども食
堂の取り組みを支援す
るため、行政が調整役と
なり、子ども食堂ネット
ワーク北九州を中心に、
開設や運営のサポート
を、地域・企業・各団体・
学校・行政等と連携を深
めながら実施していく。 

あわせて、開設支援補
助や子ども食堂コーデ
ィネーターの配置、市⺠
センターの有効活用な
ど、ネットワークととも
に子ども食堂の運営に
必要な「人・モノ・資金・
場所」をきめ細かくサ

ポートしていく。 

 
 

７１頁 
No 取り組み名 概要 
48 
○拡  

子 ど も 食 堂
開 設 支 援 事
業 

地域のニーズに沿っ
た、持続可能な子ども
食堂の取り組みを支援
するため、行政が調整
役となり、子ども食堂
ネットワーク北九州を
中心に、開設や運営の
サポートを、地域・企
業・各団体・学校・行政
等と連携を深めながら
実施していく。 

あわせて、現在実施

している開設・運営支
援補助や子ども食堂コ
ー デ ィ ネ ー タ ー の 配
置、市⺠センターの有
効活用などに加え、子
ども食堂の運営に必要
な「人・モノ・資金・場
所」の確保策につい

て検討する。 
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施策（６）こころの教育、体験・学習機会の充実 

４ 施策を推進する主な取り組み 

柱②体験活動等を通じた学びの機会の提供・充実 

修正前【素案】 修正後【最終案】 
掲載事業なし ７８頁 追加 

No 取り組み名 概要 
72 こども文化

会館の運営 

 

児童文化の普及や創作活動を促進する

ことによって、幼少年期の子どもの創造力

や表現力をはぐくみ、人間性豊かな青少年

を育成することとともに、子育てについて

の支援を行う。 
 

 

施策（８）社会的養護が必要な子どもへの支援 

４ 施策を推進する主な取り組み 

柱②児童養護施設における生活環境整備の促進や家庭支援機能の強化 

修正前【素案】 修正後【最終案】 
掲載事業なし ９４頁 新規追加 

No 取り組み名 概要 
99 
○新  

施設職員の

専門性及び

資質の向上 

児童養護施設の職員を対象に、小規模か

つ地域分散化・高機能化のための専門性の

向上、虐待防止・子どもの権利擁護に向け

た資質の向上に努める。 

 

柱③⼀時保護中や⾥親委託・施設⼊所中の⼦どもの権利擁護の取り組み 

修正前【素案】 修正後【最終案】 
掲載事業なし ９５頁 新規追加 

No 取り組み名 概要 
104 
○新  

児童養護施

設の子ども

の権利擁護 

施設に入所中の子どもが意見を表明で

きるように、また、アドボカシー（権利擁

護）の認知度向上や子どもアドボケイト

（代弁者）の養成に努める。 
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施策（10）障害のある子どもや発達の気になる子どもへの支援 

４ 施策を推進する主な取り組み 

柱①心⾝の発達が気になる⼦どもの早期発⾒と相談・支援体制の強化 

修正前【素案】 修正後【最終案】 
１０２頁 

取り組み名 概要 
在 宅 障 害 児
支援の充実 

在宅の障害がある子
どもの支援のため、専
門スタッフによる家庭
訪 問 や 外 来 相 談 を 行
う。総合療育センター
等の専門施設が児童発
達支援センター等と連
携を図り、在宅の障害
がある子どもに専門的
な支援を行う体制の充
実を図る。 

 
 
 

 

１０７頁 
No 取り組み名 概要 
116 在宅障害児

支援の充実 
在宅の障害がある子

どもの支援のため、専
門スタッフによる家庭
訪 問 や 外 来 相 談 を 行
う。総合療育センター
等の専門施設が児童発
達支援センター等と連
携を図り、在宅の障害
がある子どもに専門的
な支援を行う体制の充
実を図る。 

また、日常的な医

療的ケアが必要な子

どもたちの支援にあ

たっては、様々な職

種の連携が必要であ

るため、関係者間の

調整を担う専門スタ

ッフの育成等に取り

組む。 
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施策（11）ひとり親家庭等への支援 

２ 施策の柱 

  修正前【素案】 修正後【最終案】 
１０８頁 
柱② 経済的困難を抱える家庭等への

支援〔子どもの貧困対策〕 

１１４頁 
柱② 子どもの貧困対策 

 

４ 施策を推進する主な取り組み 

   柱①ひとり親家庭の生活の安定と向上 

  修正前【素案】 修正後【最終案】 
１１０頁 

取り組み名 概要 
○拡 ひ と り 親
家 庭 施 策 の
周知 

ひとり親家庭が利用
できる制度や施設をま
とめた「ひとり親家庭
のガイドブック（携帯
版）」を作成し、配布す
る。また、早い段階で必
要な情報を提供できる
よう、離婚届の受取り
時等の機会に各種支援
制度を記載したチラ

シ等を配布する。 
また、市ホームペー

ジ「子育てマップ北九
州」や、情報誌「北九州
市こそだて情報」に掲
載する等、さまざまな
方法でひとり親家庭に
関 す る 事 業 を 周 知 す
る。 

 
 

１１６頁 
No 取り組み名 概要 
139 
○拡  

ひとり親家庭
施策の周知 

ひとり親家庭が利用
できる制度や施設をま
とめた「ひとり親家庭
のガイドブック（携帯
版）」を作成し、配布す
る。また、養育費確保

を促進するため、早
い段階で必要な情報を
提供できるよう、離婚
届の受取り時等の機会
に、必要な各種支援制
度等の周知を強化す

る。 
さらに、市ホームペ

ージ「子育てマップ北
九州」や、情報誌「北九
州市こそだて情報」に
掲載する等、さまざま
な方法でひとり親家庭
に関する事業を周知す
る。 
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施策（12）子育てを応援する体制づくり 

４ 施策を推進する主な取り組み 

柱④市⺠が利⽤しやすい相談体制 

  修正前【素案】 修正後【最終案】 
１２０頁 

取り組み名 概要 
子ども・家庭
相 談 コ ー ナ
ー運営事業 

区役所の子ども・家
庭相談コーナーにおい
て、子どもと家庭に関
するあらゆる相談にワ
ンストップで応じ、各
種支援制度を適用した
り、関係機関等へつな
ぐ等それぞれの相談内
容 に 応 じ た 支 援 を 行
う。支援にあたっては、
関係機関等から情報を
収集するとともに緊密
に連携し、包括的・継続
的な支援を調整、実施
する。 

 
 

１２８頁 
No 取り組み名 概要 
160 
 

子ども・家庭
相談コーナ
ー運営事業 
 

区役所の子ども・家庭
相談コーナーにおいて、
子どもと家庭に関する
あらゆる相談にワンス
トップで応じ、各種支援
制度を適用したり、関係
機関等へつなぐ等それ
ぞれの相談内容に応じ
た支援を行う。支援にあ
たっては、関係機関等か
ら情報を収集するとと
もに緊密に連携し、包括
的・継続的な支援を調
整、実施する。 
※ 児童福祉法に基づ 

き「子ども家庭総合 

支援拠点」の設置に 

努める。 

 
 

 


